
平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

規

則

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行

一

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

目

次

ペ
ー
ジ

奈
良
県
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法

一
四

律
に
基
づ
く
公
聴
会
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

規

則

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
一
号

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号

を

鳥
獣
の
保
護

及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号

に
、

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ

関
ス
ル
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
及
び
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
百
八
号

を

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中

第
十
二
条
第
一
項

を

第
九
条
第
一
項

に
、

行
う
有
害
鳥
獣
駆
除
に
係

る
も
の

を

鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
で
鳥

獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

法
第
九
条
第
二
項

鳥
獣
捕
獲
等
許
可
申
請
書

第
一
号
様
式

省
令
第
七
条
第
十
二
項

省
令
第
七
条
第
十
三
項

省
令
第
十
五
条
第
七
項

省
令
第
二
十
条
第
六
項

省
令
第
二
十
四
条
第
六
項

省
令
第
四
十
二
条
第
六
項

省
令
第
五
十
条

省
令
第
六
十
五
条
第
十
項

鳥
獣
捕
獲
等
許
可
証
等
亡
失
届
出
書

第
二
号
様
式

法
第
九
条
第
八
項

従
事
者
証
交
付
申
請
書

第
三
号
様
式

法
第
九
条
第
九
項

法
第
十
五
条
第
七
項

法
第
十
九
条
第
六
項

法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
六

項法
第
二
十
四
条
第
六
項

法
第
三
十
五
条
第
八
項

法
第
四
十
六
条
第
二
項

法
第
六
十
一
条
第
五
項

省
令
第
六
十
五
条
第
四
項

鳥
獣
捕
獲
等
許
可
証
等
再
交
付
申
請
書

第
四
号
様
式
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法
第
十
五
条
第
四
項

指
定
猟
法
許
可
申
請
書

第
五
号
様
式

法
第
十
九
条
第
二
項

鳥
獣
飼
養
登
録
申
請
書

第
六
号
様
式

法
第
十
九
条
第
五
項

飼
養
登
録
更
新
申
請
書

第
七
号
様
式

法
第
二
十
条
第
三
項

鳥
獣
譲
受
等
届
出
書

第
八
号
様
式

法
第
二
十
四
条
第
十
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第

二
項

鳥
獣
等
販
売
許
可
申
請
書

第
九
号
様
式

法
第
二
十
九
条
第
八
項

特
別
保
護
地
区
内
行
為
許
可
申
請
書

第
十
号
様
式

法
第
三
十
二
条
第
二
項

損
失
補
償
請
求
書

第
十
一
号
様
式

法
第
三
十
五
条
第
四
項

銃
猟
承
認
申
請
書

第
十
二
号
様
式

法
第
四
十
一
条

狩
猟
免
許
申
請
書

第
十
三
号
様
式

法
第
四
十
六
条
第
一
項

法
第
六
十
一
条
第
四
項

省
令
第
七
条
第
十
項

省
令
第
七
条
第
十
一
項

省
令
第
十
五
条
第
六
項

省
令
第
二
十
条
第
五
項

省
令
第
二
十
四
条
第
五
項

省
令
第
四
十
二
条
第
五
項

住
所
等
変
更
届
出
書

第
十
四
号
様
式

法
第
五
十
一
条
第
一
項

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

第
十
五
号
様
式

法
第
五
十
六
条

狩
猟
者
登
録
申
請
書

第
十
六
号
様
式

法
第
六
十
一
条
第
二
項

狩
猟
者
登
録
変
更
申
請
書

第
十
七
号
様
式

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を

（
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
）

に
改
め
、
同
条
中

第
八
条
ノ
八
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
軽
微
な
工
作
物
の
設
置
は
、
次
の

と
お
り

を

第
二
十
九
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

工
作
物
の
設
置

に
改
め
、
同
条
各
号
中

の
設
置

を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中

第
二
十
条
ノ
五
第
一
項

を

第
七
十
八
条
第
一
項

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
式

様
号

の
そ

）
）

外
以

的
目

養
飼

ん
が

愛
第

）
係

関
条

第
式
様
号

の
そ

）
）

的
目

養
飼
ん
が

愛
第

）
係
関

条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第

）
係

関
条

第
式
様
号

第
）
係

関
条
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第
式

様
号

第
）

係
関

条
第

式
様
号

第
）
係

関
条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第

）
係

関
条

第
式
様
号

第
）
係

関
条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

第
式

様
号

第
）

係
関

条
第

式
様
号

第
）
係

関
条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第

）
係

関
条

第
式
様
号

第
）
係
関

条



第
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。

平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

第
式

様
号

第
）

係
関

条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第

）
係

関
条

第
式
様
号

第
）
係
関

条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

第
式

様
号

第
）

係
関

条
第

式
様
号

第
）
係
関

条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報
第

式
様

号
第

）
係

関
条

第
式
様
号

第
）
係
関

条



平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

第
式

様
号

第
）

係
関

条
第

式
様
号

第
）
係
関

条



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 水曜日 （号外第 号）奈 良 県 公 報

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

奈
良
県
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
に
基
づ
く
公
聴
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
二
号

奈
良
県
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
に
基
づ
く
公
聴
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

奈
良
県
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
に
基
づ
く
公
聴
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
六
月
奈

良
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
公
聴
会
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
一
条
ノ
三
第
五

項
又
は
第
一
条
ノ
五
第
六
項
（
同
法
第
一
条
ノ
六
第
二
項
、
第
八
条
ノ
三
第
九
項
及
び
第
八
条
ノ
八
第

四
項

を

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

七
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
二
十
八
条
第
六
項
（
同
法
第
二
十
九
号
第
四
項

に
改
め
、

含
む
。
）

の
下
に

の
規
定

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


